
 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 毎月勤労統計調査特別調査結果 

 

 



Ⅰ．調 査 の 概 要 

 

１ 調査の目的 

  この調査は，常用労働者１～４人の事業所における賃金，労働時間，及び雇用の実態を明らか 

 にして，毎月実施されている常用労働者５人以上の事業所に関する「全国調査」及び「地方調査」 

 を補完するとともに，各種の労働施策を円滑に推進していくための基礎資料を得ることを目的と 

 する。 

 

２ 調査の対象 

  この調査は，日本標準産業分類のうち「鉱業」，「建設業」，「製造業」，「電気・ガス・熱供給・ 

水道業」，「情報通信業」，「運輸業」，「卸売・小売業」，「金融・保険業」，「不動産業」，「飲食店， 

宿泊業」，「医療，福祉」，「教育，学習支援業」，「複合サービス事業」，「サービス業（家事サービ 

ス業及び外国公務を除く。）」に属し，かつ平成16年７月31日現在（給与締切日の定めがある場 

合には，７月の最終給与締切日現在。）で1～４人の常用労働者を雇用する事業所のうち労働大臣 

が指定する一定の地域に所在する約400事業所について調査を行った。 

 

３ 主な用語の定義 

 (1) 常用労働者 

   平成 16年７月 31日現在（給与締切日の定めがある場合には，７月の最終給与締切日現在 

   当該事業所に在籍している者で，次のいずれかに該当する者をいう。 

(イ) 期間を定めずに，又は１ヶ月を超える期間を定めて雇われている者。 

(ロ) 日々又は１ヶ月以内の期間を定めて雇われている者で，前２ヶ月（５月及び６月） 

の各月にそれぞれ18日以上雇われた者。 

 (2) 出勤日数 

   本来の業務遂行のために実際に出勤した日数のことで，有給であっても出勤しない日は含め 

  ないが，1日に 1時間でも就業すれば１出勤日とする。 

 (3) １日の実労働時間数 

   ７月中の通常日に労働者が実際に働いた時間のことで，休憩時間は含まない。 

 (4) きまって支給する現金給与額 

労働契約，労働協約，給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件，算定方法に 

よって毎月現金で支給されている給与（基本給・家族手当・通勤手当・残業手当など）のこと 

  をいい，所得税，各種社会保険料などを差し引く以前の金額である。 

 (5) 特別に支払われた現金給与額 

   平成 15年８月～平成16年７月までの１年間に「きまって支給する現金給与額」以外に現金 

  で支払われた給与のことで，夏季又は年末の賞与，３ヶ月を超える期間で算定される給与，ベ 



  ースアップの差額追給分及び支給事由の発生が不確実な給与（税込）である。 

４ 結果の算定 

調査結果は，本県の常用労働者１～4人規模全ての事業所に対応するよう復元して算定された

数値である。 

 

５ 結果の公表 

下記の産業は，調査産業には含まれているが，調査事業所数が僅少のため公表していない。 

① 鉱業 

② 電気・ガス・熱供給・水道業 

 

＊特別調査については，平成16年調査から新産業分類（平成14年３月改訂）を適用する。 

 



２．結 果 の 概 要 

（調 査 産 業 計） 

 

 

  常用労働者数                  ６１，６８８ 人   

                       男  ３０，０５３ 人 

                       女  ３１，６３５ 人 

 

  出勤日数                      ２１．３ 日   

                       男    ２２．５ 日 

                       女    ２０．２ 日 

 

  １日の実労働時間数                  ７．２ 時間  

                       男     ７．９ 時間 

                       女     ６．６ 時間 

 

  きまって支給する現金給与額          １８６，９４８ 円   

                       男 ２４９，０４２ 円 

                       女 １２７，９５８ 円 

 

  特別に支払われた現金給与額          １５３，０４９ 円   

                       男 ２０４，９０１ 円 

                       女 １０２，４２９ 円 

 

 



１ 常用労働者数 

  常用労働者数は，調査産業計で61,688人であった。また，地方調査（５人以上規模）を加え 

 た常用労働者の総数は，平成16年７月で1,008,962 人で，１～４人規模の構成比は61.1％であ 

った。 

  産業別に常用労働者の構成比をみると，「卸売・小売業」が32.3％と最も大きく，次いで「建 

設業」21.0％，「サービス業」13.7％，「飲食店，宿泊業」の12.3％の順であった。 

また，男女別にみると，男は「建設業」が 39.0％，女は「卸売・小売業」が 36.7％と最も多

かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 

 
産業，性別常用労働者数構成比 

 

２ 出勤日数 

  平成 16年７月における1ヶ月の出勤日数は，調査産業計で21.3日（前年21.3日）であり， 

 全国（21.4日）と比べると0.1日少なくなっている。 

  また，男女別にみると，男（22.5日）が女（20.2日）より2.3日多くなっている。 

 

３ １日の労働時間数 

  平成 16年 7月における1日の実労働時間数は，調査産業計で7.2時間（前年は7.3時間）で 

 あり，全国（7.2時間）と同水準となっている。 

また，男女別にみると，男（7.9時間）が女（6.6時間）より1.3時間長かった。 



 

 

 

 

 

第１表 

 
産業及び男女別推計常用労働者数，月間出勤日数 

及び１日の実労働時間数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 

 
出勤日数及び１日あたり実労働時間の推移 

 



４ きまって支給する現金給与額 

調査産業計では 186,948 円で，前年（188,556 円）に比べ 0.9％の減となり，全国を 100 とし

た格差は，97.1 であった。また，男を 100 とした男女の格差を調査産業計でみると，51.4 であ

った。 

これは，全国の格差（53.1）より大きい。 

 

５ 特別に支払われた現金給与額（勤続年数１年以上） 

平成15年 8月から平成16年７月までの１年間に特別に支払われた現金給与額は，調査産業計

では153,049 円（前年196,284 円）で，全国を100とした格差は67.9であった。また，男を100

とした男女格差を調査産業計でみると 50.0 であった。これは，全国の男女格差（50.7）より大

きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２表 

 
産業及び男女別推計月間きまって支給する現金給与額 

及び年間特別に支払われた現金給与額 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３表 
 
産業及び性別常用労働者数，１人平均月間出勤日数，１日の実労働時間数

及びきまって支給する現金給与額 
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第３表 
 
産業及び性別常用労働者数，１人平均月間出勤日数，１日の実労働時間数

及びきまって支給する現金給与額 
 

２ページ目 







 

統 計 資 料 の ご 案 内               
 

茨城県行政情報センターの統計資料コーナーでは，県をはじめ国，他の 
  都道府県，市町村等で作成，刊行している各種統計資料を中心に，各種白 
  書，年鑑などを多数取り揃えております。 
   どなたでもお気軽にご利用下さい。統計相談窓口も開設しております。 

開室時間 平日：午前９時から正午まで及び 
  午後１時から午後５時まで 

         場  所 水戸市笠原町９７８番６ 
              茨城県庁行政棟 ３階 
              電話（029）301－2152 
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